
指定管理者の期末モニタリング
施設名 宮代町新しい村 年度 令和6年度
指定管理者 株式会社新しい村 担当課 産業観光課
指定期間 令和5年4月1日 ～　令和10年3月31日 期別 第4期

施設の目的

業務の内容 （1）森の市場「結」（農産物直売所）の運営事業
（2）森のカフェ（喫茶・軽食）の運営事業
（3）森の工房（パン・ジャム・総菜）の運営事業
（4）農の家、村の集会所の事業
（5）集落農園「結の里」（市民農園）の事業
（6）ハーブ園、果樹園、ほっつけ田、収穫体験圃場の事業
（7）農業サービス（育苗、農産物の生産販売、乾燥調整）の事業
（8）施設、設備及び物品の維持管理及び修繕に関する業務
（9）その他施設の目的を達成するために必要な業務

総合的な評価
【総合評価】 A優良　0　　　　B適正　14　　　C改善　0

【評価事項】

【改善事項】

１．施設の管理運営・事業 評価 B　適正

２．利用者の公平確保 評価 B　適正

３．職員の配置、研修等 評価 B　適正

４．施設の維持管理業務（清掃、植栽管理など）及び保守点検 評価 B　適正

　事業計画書に基づき適正な人員を配置し、運営されている。また、職員研修や職員間のミーティング等を
実施し、職員の育成及び接遇改善、情報の共有化等の取り組みが行われている。

　施設の清掃、樹木・草刈管理、設備の保守点検等、施設の維持管理業務は事業計画書に基づき適切に
実施されている。

「農」のあるまちづくりの理念に基づき、農産物及び商工産品の地域内自給及び交流を
目指した地域内産業の活性化を図るとともに、農村景観を活かした憩いの場を提供す
ることにより、「農」に対する町民の理解を深め、もって、宮代らしい自立したまちづくりを
促進することを目的とする。

・施設の設置目的に沿った施設管理及び事業運営がされている。
・自然豊かなロケーションと都内からのアクセスの良さが、憩いの場として評価され、近隣市町だけでなく県
　外からの来客に繋がっている。

・枯木の除去や高木の剪定、草及び芝刈り、老朽化した木製構造物の補修を適正な時期に行っており、園
　内の良好な景観保持に努めている。
・SNSを活用し、様々な角度から情報発信を行うことで、新たな顧客の獲得に努めている。
・アグリ生産課の社員が指導者となった農業体験講座「ツチート」を立ち上げ、新しい村と農業のファンを増
　やす取り組みを実施している。

・農産物及び商業加工品の品揃えの充実と地産地消率の向上
・時代の変化に合わせた婚活事業の見直しと参加者確保
・インターネット販売や宅配サービスを行うにあたって必要となるルール作り

・事業計画書に基づき適切に管理運営が行われている。
・森の市場においては、集荷サポートや、自社生産の農産物の販売により、地場産野菜の確保に努めてい
　る。
・森のカフェにおいては、ランチメニューや定番商品のリニューアルを行い、売り上げ目標を達成している。
・農体験・農園交流事業においては、新たな講師を開拓して料理やハーブ、クラフト、農業体験講座を開催
　し、集客目標及び売り上げ目標を達成している。

　施設の利用及び料金の徴収については、条例及び規則に基づき適切に実施されている。



５．施設の修繕 評価 B　適正

６．備品管理 評価 B　適正

７．安全・危機管理 評価 B　適正

８．個人情報の管理 評価 B　適正

９．利用者ニーズの把握・反映 評価 B　適正

１０．自主事業の実施 評価 B　適正

１１．経費節減 評価 B　適正

１２．環境への配慮 評価 B　適正

１３．利用者への情報提供 評価 B　適正

１４．会計管理 評価 B　適正

　生産者組合員会議や消費者モニター会議などの生産者や消費者との連携、意見交換の機会を確保して
いる。

　令和５年度の猛暑、高温の影響による上半期の米の販売量減少により、事業計画に定めた自主事業の
売上目標を達成することができなかったが、農業体験講座「ツチート」を立ち上げ、新しい村と農業のファン
を増やす取り組みを実施し、交流人口の獲得と収益の確保につなげている。

　デッキの補修など自社施工可能なものはこまめに補修を行い、安全の確保と経費の削減に努めている。
　また、緊急時以外の工事や備品の購入等については、複数業者から見積りを取り、安価かつ適正価格
での発注に努めている。

　レジ袋削減のためのマイバッグの推進や残渣から堆肥を作る等環境への配慮に努めている。また、子ど
も食堂への廃棄農産物の提供を呼びかけ、フードロス対策を実施している。

　町広報紙や利用客配布用チラシを毎月作成し、イベント情報等を提供している。また、ホームページと
SNSを活用して、森の市場「結」・森のカフェの商品や新着情報のPR、イベントのPRや講座の募集、アグリ
生産課の活動状況等の情報発信を行い、利用者の拡大に努めている。

　会計管理については、総務経理の担当により適切に実施されている。

　施設の修繕や改修等については、町と指定管理者で協議の上、修繕の実施区分に基づいて修繕を行っ
ている。緊急性や危険度で優先順位を決め、利用者の安全を最優先に適切に実施している。

　備品管理台帳において、町と指定管理者の備品が明確に区分されており、適正に管理されている。耐用
年数を過ぎ、不用になった備品は町の手順通りに廃棄している。

　事故発生時及び災害時の対応マニュアルを整備し、管理責任者及び防火管理者を配置することで、安全
・危機管理に努めている。

　町の個人情報保護法施行条例等に準じた内部規定を策定し、これに基づき適正に管理されている。


